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■特定計量器定期検査の日時・場所

ＪＡ西条　氷見支所

10：00～15：00９月２日㈪

ＪＡ西条　橘支所

10：30～15：00

ＪＡ西条　大町支所

10：30～11：30
９月４日㈬

９月３日㈫

ＪＡ西条　神戸支所

13：00～15：00

ＪＡ西条　中央支所

10：30～12：00
９月５日㈭

ＪＡ西条　飯岡支所

13：30～15：00

９月６日㈮

ＪＡ周桑　石根支所

10：00～15：30

小松総合支所

10：00～15：00９月９日㈪

丹原総合支所

９月10日㈫

田野公民館

吉岡公民館

10：30～15：00

９月11日㈬

壬生川公民館

国安公民館

10：30～12：00

９月12日㈭

周布公民館

13：30～15：00

三芳公民館

10：30～15：00

10：30～12：00

９月17日㈫

９月13日㈮
13：30～15：00

10：00～15：00

日　　　時 場　　　所

　　

「
木
製
都
市
構
想
」
の
一
環
と

し
て
、
西
条
産
材
の
柱
等
を
使
用

し
た
住
宅
等
の
木
造
施
設
を
建
築

す
る
方
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

■
補
助
金
額

　

新
築
す
る
木
造
施
設
に
使
用
し

て
い
る
西
条
産
材
の
柱
等
の
本
数

に
、
次
の
補
助
単
価
を
乗
じ
た
金

額
。（
上
限
10
万
円
）

○
ヒ
ノ
キ
柱　

１
本
２
３
０
０
円

○
ス
ギ
柱　
　

１
本
１
８
０
０
円

※
柱
の
長
さ
３
メ
ー
ト
ル

■
補
助
要
件

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

○
市
内
に
新
築
す
る
木
造
施
設
で

　

あ
る
こ
と 

○
市
内
に
在
住
の
方
ま
た
は
在
住

　

す
る
予
定
の
方
で
あ
る
こ
と 

○
西
条
産
材
の
認
証
を
受
け
て
い

　

る
柱
等
を
使
用
す
る
こ
と 

○
木
造
施
設
の
面
積
が
20
坪
（
約

　

66
㎡
）
以
上
で
あ
る
こ
と 

■
申
込
期
限　

平
成
26
年
３
月

※
上
棟
期
限
（
確
認
期
限
）
に
つ

　

い
て
は
、
平
成
26
年
３
月
31
日

■
申
込
先

○
市
庁
舎
本
館
林
業
課　

林
政
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
５
０
４

○
西
条
地
産
地
消
の
家
づ
く
り
推

　

進
協
議
会
（
い
し
づ
ち
森
林
組

　

合
内
）

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

０
１
８
０

　

毎
年
９
月
１
日
現
在
で
、
愛
媛

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

漁
業
者
の
皆
さ
ん
は
、
も
れ
な

く
登
載
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
登
載
資
格
者

　

西
条
市
に
住
所
が
あ
り
、
平
成

５
年
12
月
６
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
で
、
１
年
に
90
日
以
上
、
漁
業

を
営
む
方
ま
た
は
漁
業
に
従
事
し

て
い
る
方
。

■
申
請
期
限　

９
月
５
日
㈭

■
申
請
方
法

　

提
出
先
に
あ
る
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■
提
出
先

○
ひ
う
ち
・
西
条
市
・
壬
生
川
・

　

河
原
津
の
各
漁
業
協
同
組
合

○
市
庁
舎
別
館

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
６
３

○
東
予
総
合
支
所

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
東
予
分
室

西
条
産
材
で
建
築
す
る

木
造
施
設
に
補
助
金
を
交
付

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
載
申
請

　

地
域
審
議
会
は
、
新
市
建
設
計

画
の
執
行
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、

市
長
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
の
皆

さ
ん
に
審
議
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。
今
回
は
、
左
表
の
日
程
で

開
催
す
る
予
定
で
す
。

　

傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
直
接

会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
行
政
改
革
推
進
課

　

地
域
振
興
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
４
６

○
各
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係

地
域
審
議
会
を
開
催
し
ま
す

■各地区地域審議会の開催日時・場所（予定）

小松地区
地域審議会

８月28日㈬
10時～
８月28日㈬
15時～
８月30日㈮
10時～
８月30日㈮
13時30分～

丹原地区
地域審議会

石根公民館　つばきホール

市庁舎別館５階
第53会議室

丹原福祉センター
２階大会議室

東予総合福祉センター
２階会議室

西条地区
地域審議会

東予地区
地域審議会

審議会名 日　　時 会　　　場

　

商
品
な
ど
の
取
引
や
業
務
上
の

証
明
行
為
に
使
用
さ
れ
る
特
定
計

量
器
（
は
か
り
）
は
、
計
量
法
に

よ
り
２
年
に
１
度
の
定
期
検
査
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
定
期
検
査
を
受
け
な
い
特

定
計
量
器
や
検
査
で
不
合
格
と
な

っ
た
特
定
計
量
器
を
取
引
や
証
明

に
使
用
す
る
こ
と
は
、
計
量
法
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

定
期
検
査
は
左
記
の
日
程
で
実

施
し
ま
す
。
特
定
計
量
器
を
使
用

し
て
い
る
方
は
、
必
ず
検
査
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。　

※
家
庭
で
使
用
し
て
い
る
体
重
計

　

や
キ
ッ
チ
ン
ス
ケ
ー
ル
な
ど
は

　

検
査
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■
手
数
料

　

５
０
０
円
か
ら
３
７
０
０
円
程

度
で
す
。

※
特
定
計
量
器
の
種
類
に
よ
っ
て

　

異
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
広
報
広
聴
課

　

広
聴
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
９
３

○
各
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係

○
愛
媛
県
計
量
検
定
所

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
４
７

－

４
０
０
１

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査


